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新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

改正後 現行

結核登録票に登録されている者の病状把握の適正な実施について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第

114 号。以下「法」という。）第 53 条の 12 第１項に規定する結核登録票に登録

されている者（以下「登録者」という。）の病状に関する診断結果の把握に当た

っては、下記に留意の上、適正に実施されたい。

１（略）

２ ただし、医療機関における治療終了後の経過観察を目的とした外来診療や職

場、学校等における健康診断等、管理検診以外の方法により、登録者の病状に

関する診断結果を把握できる場合には、重複して管理検診を実施することがな

いよう登録者本人又はその保護者及び関係機関との連携を密にすること。特

に、肺外結核の患者又は潜在性結核感染症の者については、有症状時に医療機

関を受診するよう指導を徹底した上で、医療機関から診断結果を把握すること

に重きを置くこととするが、医療機関を受診する機会が無い等により、管理検

診を実施する必要がある場合は、適切な検査方法により実施すること。

３ また、潜在性結核感染症の者について、保健所長が経過観察の要否を判断す

る際には、「潜在性結核感染症治療終了後の管理方法等について」（日本結核病

学会予防委員会）等を参考にして、登録者の服薬状況や集団の結核感染率等を

考慮して、以後の発症のリスクが低いと考えられる者に限り、経過観察を不要

とすること。

４（略）

結核登録票に登録されている者の病状把握の適正な実施について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第

114 号。以下「法」という。）第 53 条の 12 第１項に規定する結核登録票に登録

されている者（以下「登録者」という。）の病状に関する診断結果の把握に当た

っては、下記に留意の上、適正に実施されたい。

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項

に規定する技術的な助言とし、平成 22 年１月 28 日から適用する。

１（略）

２ ただし、医療機関における治療終了後の経過観察を目的とした外来診療や職

場、学校等における健康診断等、管理検診以外の方法により、登録者の病状に

関する診断結果を把握できる場合には、重複して管理検診を実施することがな

いよう関係機関との連携を密にすること。

（新設）

３（略）


